
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
パワー素子を実装した金属フレームと、該金属フレームのパワー素子実装面と反対側の裏
面に絶縁層を介して対峙させた金属製の放熱板と、該放熱板の裏面を露出させて前記各部
材の周域を封止したモールド樹脂とからなる樹脂封止型半導体装置の製造方法であって、
前記絶縁層の形成，放熱板の装着に先立ち、パワー素子を実装した金属フレームの裏面が
露出する凹状スペースを残して金属フレームの周域にモールド樹脂を成形し、
金属フレームの露出面に、ここに形成する絶縁層の層厚に相応した突起状の絶縁スペーサ
を設け

その後に 放熱板を接着固定することを特徴とする樹脂封止型半導体装
置の製造方法。
【請求項２】
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絶縁層をモールド樹脂の凹状スペース内に露出する金属フレームの表面に形成し、
前記絶縁層を介して

パワー素子を実装した金属フレームと、該金属フレームのパワー素子実装面と反対側の裏
面に絶縁層を介して対峙させた金属製の放熱板と、該放熱板の裏面を露出させて前記各部
材の周域を封止したモールド樹脂とからなる樹脂封止型半導体装置の製造方法であって、
前記絶縁層の形成，放熱板の装着に先立ち、パワー素子を実装した金属フレームの裏面が
露出する凹状スペースを残して金属フレームの周域にモールド樹脂を成形し、
放熱板の金属フレームとの対峙面に、ここに成層する絶縁層の層厚に相応した突起状の絶
縁スペーサを設け、



ことを特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法。
【請求項３】

ことを特徴とす
る樹脂封止型半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、パワー半導体モジュールを対象とした樹脂封止型半導体装置の製造方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
　ＩＧＢＴ (Insulated Gate Bipolar Transist r) などのパワー素子を実装した半導体装
置では、パワー素子から発生する熱に対して高い放熱性を確保することが重要であること
から、頭記したモールドタイプの樹脂封止型半導体装置ではパワー素子を実装した金属フ
レームの裏面側に絶縁層を介して金属製の放熱板をモールド樹脂に埋設し、この放熱板を
機器側のヒートシンクへ伝熱的に取付けて使用するようにしている。
【０００３】
　ここで、前記した樹脂封止型半導体装置の従来構造を図４に示す。図において、１は例
えばＩＧＢＴなどのパワー素子、２はパワー素子１を実装した金属フレーム（リードフレ
ームなど）、３はボンディングワイヤ、４は金属フレーム２の裏面側に形成した熱伝導率
の高い絶縁層（有機物，無機物）、５は絶縁層４を介して金属フレーム２の裏面に接着固
定した金属製の放熱板、６は前記各部材の周域を封止するように成形したモールド樹脂で
あり、モールド樹脂６は放熱板５の底面（金属フレーム２と対峙する反対側の面）が外部
に露出するようにして成形されている。
【０００４】
　また、かかる構成になる樹脂封止型半導体装置の製造方法として、図５に示す  ように
、工程Ｉで金属フレーム２の主面にパワー素子１を実装した後、次の工程 IIで金属フレー
ム２の裏面，もしくは放熱板５の金属フレーム２と対峙する面に絶縁層４を形成し、続く
工程 III では絶縁層４を介して金属フレーム２と放熱板５との間を重ね合わせ接着した後
、最後の工程 IVで前記組立体の全体をトランスファー成形法，射出成形法などによりモー
ルド樹脂６を成形する方法が、特開平１０－２６１７４４号公報などで公知である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　前記した従来の製造方法は、モールド樹脂の成形工程が１回で済みコストの低減化が図
れる利点がある反面、次に記すような問題点がある。すなわち、
　 (1) 金属フレーム２と放熱板５を接着して一体化する工程では、双方の平面度，平行度
を十分に考慮して絶縁層４の厚さを精度を確保する必要がある。ところで、液状樹脂を接
着剤に用いる場合に、各部品の平面度，平行度に不揃いがあると接合面が密着せずにその
界面に気泡が残留することがあり、この気泡がボイドとなって絶縁特性が悪化するほか，
熱放散性も低下する。
【０００６】
　 (2) モールド樹脂６の成形工程で、成形金型に回路組立体を入れて型締めした際に、金
属フレーム２と放熱板５との位置関係の精度が十分に確保されていないと絶縁層４に不要
な局部応力が加わり、これが原因で絶縁層４にクラックが発生したり、絶縁層４と金属フ
レーム２，放熱板５との間が剥離したりする。しかも、絶縁層４に発生するクラック，剥
離は前記の気泡残留と同様に絶縁特性低下の要因となる。
【０００７】
　 (3) また、一般に金属フレーム２は銅製，放熱板５はアルミ製であることから、その熱
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絶縁層を放熱板の金属フレームとの対峙面に形成し、
モールド樹脂の凹状スペース内に露出する金属フレームの表面に前記絶縁層を重ね合わせ
て接着する

請求項１または２記載の製造方法において、絶縁層の接着を真空中で行う

o



膨張係数の差に起因してモールド樹脂６の成形工程で加わる熱履歴により金属フレーム２
と放熱板５との間に熱膨張差が生じる。そのために、金属フレーム２と放熱板５との間に
挟まれた絶縁層４にも引っ張り剪断応力などが加わって接着面の剥離を引き起こすことが
ある。
【０００８】
　本発明は上記の点に鑑みなされたものであり、その目的は前記課題を解決し、製品の絶
縁特性，熱放散性について高い信頼性が確保できるように改善を図った樹脂封止型半導体
装置の製造方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明によれば、パワー素子を実装した金属フレームと、
該金属フレームのパワー素子実装面と反対側の面に絶縁層を介して対峙させた金属製の放
熱板と、該放熱板の裏面を露出させて前記各部材の周域を封止したモールド樹脂とからな
る樹脂封止型半導体装置の製造方法について、
　（１）前記絶縁層の形成，放熱板の装着に先立ち、パワー素子を実装した金属フレーム
の裏面が露出する凹状スペースを残して金属フレームの周域にモールド樹脂を成形し、

放熱板を接着固定する（請求項１）ものと
【００１０】
　

【００１１】
【００１２】
【００１３】
　（３）前項（１）または（２）において、絶縁層との接着を真空中で行って絶縁層の界
面に絶縁特性低下の原因となる気泡（ボイド）の残留発生を防止するようにする（請求項

）。
【００１４】
　上記した製造方法によれば、パワー素子を実装した金属フレームに対し、絶縁層の形成
，放熱板の装着を行う前にモールド樹脂の成形を先に行い、その後に絶縁層の形成，およ
び絶縁層の硬化処理による金属フレーム，放熱板との接着を行うようにしたので、絶縁層
にはモールド樹脂成形工程の熱履歴に起因する不当な応力が加わらず、これにより絶縁層
のクラック，剥離の発生を確実に防いで絶縁特性，放熱性の面での信頼性が向上する。
【００１５】
　また、 項のように絶縁層の層厚に対応したスペーサを設けておくことで
、金属フレームと放熱板との間に所要の絶縁耐力を確保する上で必要な層厚の絶縁層を均
一に形成することができ、さらに 項のように絶縁層との接着工程を真空中で行うこ
とにより、絶縁特性を低下させる原因となる気泡残留，ボイドの発生が確実に防げる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図示実施例に基づいて説明する。なお、各実施例の図中で
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金
属フレームの露出面に、ここに形成する絶縁層の層厚に相応した突起状の絶縁スペーサを
設け絶縁層をモールド樹脂の凹状スペース内に露出する金属フレームの表面に形成し、そ
の後に前記絶縁層を介して する。

また、パワー素子を実装した金属フレームと、該金属フレームのパワー素子実装面と反
対側の裏面に絶縁層を介して対峙させた金属製の放熱板と、該放熱板の裏面を露出させて
前記各部材の周域を封止したモールド樹脂とからなる樹脂封止型半導体装置の製造方法に
ついて、
　（２）前記絶縁層の形成，放熱板の装着に先立ち、パワー素子を実装した金属フレーム
の裏面が露出する凹状スペースを残して金属フレームの周域にモールド樹脂を成形し、
放熱板の金属フレームとの対峙面に、ここに成層する絶縁層の層厚に相応した突起状の絶
縁スペーサを設け、絶縁層を放熱板の金属フレームとの対峙面に形成し、モールド樹脂の
凹状スペース内に露出する金属フレームの表面に前記絶縁層を重ね合わせて接着する（請
求項２）ものとする。

３

（１） ,（２）

（３）



図４，図５に対応する同一部材には同じ符号を付してその詳細な説明は省略する。
【００１７】
　〔実施例１〕
　図１は本発明の請求項１，２に対応する実施例の製造工程を示すものである。この実施
例においては、工程Ｉで金属フレーム２の上にパワー素子１を実装し、パワー素子１と金
属フレーム２との間をボンディングワイヤ３で接続する。続く工程 IIでは、工程Ｉの回路
組立体に対しトランスファー成形法などによりモールド樹脂６を成形してパワー素子１，
金属フレーム２の周域を樹脂封止する。また、この成形工程では、成形後のモールド樹脂
６に図示のように金属フレーム２の裏面側に樹脂が回り込まずに金属フレーム２の裏面が
裸のまま露出する凹状のスペース６ａを残すような金型を用いる。次に、工程 III で前記
した凹状スペース６ａ内に露出している金属フレーム２の裏面に熱伝導性の高い絶縁層４
を均一な厚さに成層する。なお、高熱伝導性の絶縁層４としては、樹脂系接着剤に例えば
アルミナ粉を７０～９０ｗｔ％分散させたものを使用することで対応できる。そして、最
終工程 IVでは、放熱板５をモールド樹脂６の開放端面側から凹状スペース６ａに押し込み
、工程 III で形成した絶縁層４に重ね合わせた上で接着剤の硬化処理によって接着固定す
る。なお、工程 IVで絶縁層４に放熱板５を接着 , 硬化させる際に絶縁層４の界面に気泡が
残留するのを防ぐために、接着工程を真空中で行うのがよい。
【００１８】
　また、絶縁層４を形成する工程での応用実施例として、金属フレーム２の裏面側に図３
(a) で示す突起状の絶縁物スペーサ７をあらかじめ設けておくのがよい。このスペーサ７
は、その高さを金属フレーム２の裏面に形成する絶縁層４の層厚に合わせて設定しておく
。これにより、スペーサ７が放熱板５を接着する際のストッパとして機能し、金属フレー
ム２と放熱板５との間に所要絶縁耐力に必要な層厚の絶縁層４を均一厚さに形成すること
ができる。なお、このスペーサ７は別に作製して金属フレーム２の裏面に貼り合わせるか
、あるいはモールド樹脂６の成形時に同時成形することも可能である。
【００１９】
　〔実施例２〕
　図２は本発明の請求項４に対応する実施例を示すものである。この実施例における工程
Ｉ， IIは先記した実施例１の工程Ｉ， IIと同様であるが、絶縁層４は工程 III にて放熱板
５の金属フレーム２と対峙する面に形成する。この場合に絶縁層４としては実施例１と同
様に接着剤にアルミナ粉を分散して熱伝導性を高めたものを用いるのがよい。そして、工
程 IVでモールド樹脂６の開放端面側から絶縁層４を形成した放熱板５を凹状スペース６ａ
の中に押し込み、該凹状スペース内に露出している金属フレーム２の裏面に絶縁層４を押
し当てた上で実施例１と同様に絶縁層４を硬化処理して金属フレーム２と放熱板５との間
を接着固定する。
【００２０】
　また、放熱板５に絶縁層４を形成する際の応用実施例として、図３ (b) のように突起状
の絶縁物製スペーサ７を放熱板５の表面に設けておくことができる。これにより、先記実
施例１で述べたスペーサ７（図３ (a) 参照）と同様な機能を付与することができる。
【００２１】
　なお、実施例１では絶縁層４を金属フレーム２の裏面に形成し、実施例２では絶縁層４
を放熱板５に形成する違いがあるが絶縁特性の効果面は同様であり、いずれの方法を選択
するかは金属フレーム２，放熱板５の形状などの条件より、製造工程の作業性を考慮して
決めるものとする。
【００２２】
【発明の効果】
　以上述べたように本発明によれば次記の効果を奏する。
　 (1) 回路組立体を樹脂封止するようにモールド樹脂を成形した後に、金属フレームと放
熱板の間の絶縁層を形成，硬化させて金属フレームに放熱板を接着したことにより、絶縁
層を形成した後にモールド樹脂を成形する従来方法と比べて絶縁層が樹脂モールド工程で
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加わる機械的応力，熱履歴の影響を受けることがなくなり、これにより絶縁層にクラック
，剥離が生じるのを防いで良好な絶縁特性，および放熱性の面で高い信頼性を確保するこ
とができる。
【００２３】
　また、請求項３，５のように金属フレーム，あるいは放熱板に絶縁層の層厚に対応した
スペーサを設けておくことで、金属フレームと放熱板との間に所要絶縁耐力を確保する上
で必要な層厚の絶縁層を均一な厚さに形成することができ、さらに請求項６のように絶縁
層との接着工程を真空中で行うことにより、絶縁特性低下の要因となる気泡，ボイドの発
生，残留が確実に防げて絶縁性，放熱性をより一層高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施例１に対応する製造方法の工程図
【図２】　本発明の実施例２に対応する製造方法の工程図
【図３】  　本発明の応用実施例を示し、 (a),(b) はそれぞれ図１，図２の実施例に採用
するスペーサの取付け状態を表す図
【図４】　本発明の実施対象となる樹脂封止型半導体装置の組立構造図
【図５】　従来における半導体装置の製造方法の工程図
【符号の説明】
　　　　１　　パワー素子
　　　　２　　金属フレーム
　　　　３　　ボンディングワイヤ
　　　　４　　絶縁層
　　　　５　　放熱板
　　　　６　　モールド樹脂
　　　　７　　スペーサ
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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